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   平成 27 年５月 27 日 

各 位 

会 社 名 弁 護 士 ド ッ ト コ ム 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 兼 CEO  元榮 太一郎 

（コード番号：6027 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役 CFO 杉山 慎一郎 

（ TEL. 03-5549-2555） 

 

定款一部変更および取締役候補者の選任に関するお知らせ 

 

  当社は、平成 27 年５月 27 日開催の取締役会において、定款一部変更および取締役選任の議案

を平成27年６月25日開催予定の第10期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．定款一部変更の件 

(１)変更の理由 

① 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業

目的を追加するものであります。  

② 平成 27 年５月１日の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）の施

行に伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限

定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待さ

れる役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第 29 条（取締役の責任免除等）

および第 40 条（監査役の責任免除等）の一部を変更するものであります。 

なお、現行定款第 29 条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 

(２)変更の内容 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現  行  案 変  更  案 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目 

的とする。 

 

    １．～10． 

（条文省略） 

 

        （新 設） 

 

 

       （新 設） 

 

       （新 設） 

 

 

（目的） 

第２条    （現行どおり） 

 

 

   １．～10． 

（現行どおり） 

 

11．損害保険会社、その他保険業法の 

規定により子会社とした会社の経営

管理 

12．損害保険代理業及び生命保険募集 

に関する業務 

13．コンピュータソフトウェアの開発 

、販売及び保守管理 
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現  行  案 変  更  案 

       （新 設） 

 

   11．  （条文省略）  

 

         （略） 

 

 （取締役の責任免除等） 

 第29条 当会社は、会社法第426条第１項の 

     規定により、任務を怠ったことによ 

る取締役（取締役であった者を含 

む。）の損害賠償責任を、法令の限 

度において、取締役会の決議によっ 

て免除することができる。 

 

    ② 当会社は、会社法第427条第１項 

の規定により、社外取締役との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償責 

任を限定する契約を締結することが 

できる。ただし、当契約に基づく責 

任の限度額は、法令が規定する額と 

する。 

 

 

         （略） 

 

（監査役の責任免除等） 

第40条 当会社は、会社法第426条第１項の 

    規定により、任務を怠ったことによ 

る監査役（監査役であった者を含 

む。）の損害賠償責任を、法令の限 

度において、取締役会の決議によっ 

て免除することができる。 

② 当会社は、会社法第427条第１項の 

  規定により、社外監査役との間に、 

任務を怠ったことによる損害賠償責 

任を限定する契約を締結することが 

できる。ただし、当該契約に基づく 

責任の限度額は、法令が規定する額 

とする。 

14．有価証券の取得、保有、投資及び 

運用 

15．  （現行どおり）  

 

          （略） 

 

（取締役の責任免除等） 

 第29条 当会社は、会社法第426条第１項の 

     規定により、任務を怠ったことによ 

る取締役（取締役であった者を含 

む。）の損害賠償責任を、法令の限 

度において、取締役会の決議によっ 

て免除することができる。 

 

    ② 当会社は、会社法第427条第１項 

の規定により、取締役（業務執行取 

締役等であるものを除く。）との間 

に、任務を怠ったことによる損害賠 

償責任を限定する契約を締結するこ 

とができる。ただし、当契約に基づ 

く責任の限度額は、法令が規定する 

額とする。 

 

          （略） 

 

（監査役の責任免除等） 

第40条 当会社は、会社法第426条第１項の 

    規定により、任務を怠ったことによ 

る監査役（監査役であった者を含 

む。）の損害賠償責任を、法令の限 

度において、取締役会の決議によっ 

て免除することができる。 

② 当会社は、会社法第427条第１項の 

規定により、監査役との間に、任務 

を怠ったことによる損害賠償責任を 

限定する契約を締結することができ 

る。ただし、当該契約に基づく責任 

の限度額は、法令が規定する額とす 

る。 

(３)日程 

 定款変更のための株主総会  平成 27 年６月 25 日（予定） 

 定款変更の効力発生日    平成 27 年６月 25 日（予定） 

 

２．取締役選任の件 

現任の取締役５名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役

候補者５名を選任するものです。 

取締役候補者は次のとおりです。 
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氏名 選任の種別 新役職名 現役職名 

元榮 太一郎 重任 代表取締役社長 兼 CEO 代表取締役社長 兼 CEO 

水木 孝幸 重任 取締役 COO 取締役 COO 

杉山 慎一郎 重任 取締役 CFO 取締役 CFO 

石丸 文彦 重任 取締役（社外） 取締役（社外） 

村上 敦浩 重任 取締役（社外） 取締役（社外） 

(注)取締役候補者石丸文彦氏および村上敦浩氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が

指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。 

 

以 上 

 


